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・インフラや経営資源等について、
被害を事前に想定し、被災後の
早期復旧・事業再開に向けた計
画を定めるもの。

・チェックリスト「事業継続編」
の項⽬毎に内容を記載すること
で簡便に「農業版BCP」の策定
が可能。

【概要】本通知について

〇 農林⽔産省においては、激甚化する⾃然災害への備えとして、国⼟強靭化対策(ハード・ソフト対策)に取り組むとと
もに、農業者が⾃然災害等への備えに取り組みやすいものとなるよう、農業版BCPの普及等を通じて⽀援。

〇 しかしながら、令和４年においても、⾃然災害リスクに対する認識が⼗分でなかった新規就農者等が浸⽔被害に遭
うなどの事案が発⽣。

〇 このため、今後も発⽣し得る災害に対して農業者が万全な備えに期すことができるよう、関係者※へ通知を発出。
本通知に基づき、⾃然災害リスク対応の取組を⼀層強化。

１

■ ⾃然災害の激甚化・頻発化
農林⽔産関係の被害額

■ 農業版BCP(事業継続計画書)等の策定・普及

〇今後も発⽣し得る災
害に対して農業者が万
全な備えに期すことが
できるよう、関係者へ
通知を発出。

〇本通知に基づき、⾃
然災害リスク対応の取
組を⼀層強化。

■ 令和４年災害における被災事例

【現在の取組】
農業者の災害リスクに対する備えを⽀援

【令和４年の出⽔期】
浸⽔被害の事案が引き続き発⽣

【今後】
⼀層の取組の強化

〇 野菜団地に隣接する河川が豪⾬により増⽔し、団地の
⼤部分が浸⽔（当該団地は浸⽔想定区域に存在）

〇 台⾵による強⾵と河川増⽔により、ハウス全壊、野菜
が浸⽔等（当該施設は浸⽔想定区域内に存在）

・ リスク(浸⽔想定区域内)を認識しつつも、既往最⼤の洪⽔で
被害は出ておらず、今回の浸⽔被害を想定していなかった。

・ 新規就農者への⽀援や農地の斡旋の際、耕作者に対して浸
⽔リスク情報を適切に提供できていなかった。

・ 団地の候補地選定の際、リスク(浸⽔想定区域内)は検討材料
であったが、集荷施設に近いなどの⽴地条件が優先された。

・ 農業版BCPについて、個別農家への策定⽀援や指導までは
実施できていない。

・ 補助事業等の審査において、災害リスクの有無をチェック
していない。 など

【関係者からの聞き取り状況】

※都道府県・市町村の担当部局、農業委員会、農地中間管理機構、農協等



１．⾃然災害の発⽣状況と被害状況

〇近年、豪⾬や台⾵等の⾃然災害が激甚化・頻発化し、農林⽔産業に甚⼤な被害が発⽣。

２
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億円 （注）令和４年の被害額は未確定のため、令和４年11⽉２⽇時点の集計。
≪過去１０カ年の被害状況≫

浸⽔した農業⽤機械浸⽔被害を受けたハウス ⼭腹崩壊の状況がれき・⼟砂が流⼊した農地 流⽊等が堆積した漁港



２−１．農林⽔産省におけるこれまでの取組（農業版BCPのフォーマット策定）

〇 農林⽔産省では、令和３年１⽉に「⾃然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP(事業継続
計画書)」のフォーマットを策定。

【チェックリストのフォーマット】 【農業版BCPのフォーマット】

農業版BCP(事業継続計画書)について
〇農業者が⾃然災害等への備えに取り組みやすいものとなるよう、「チェックリスト」と

「農業版BCP」のフォーマットを策定。（耕種、園芸、畜産の３パターンから成る。）
〇チェックリストは「リスクマネジメント編」、「事業継続編」に区分。

〇リスクマネジメント編
平時からのリスクに対する備えや、台⾵時等の⾃然災害
への直前の備えに関する事項をチェック。
例）
・⾃⾝の地域の⾃然災害リスクについてハザードマップ

で確認したことはありますか？
・トラクター等の農業機械や各種農機具などへの被害を

防⽌するための避難場所を確保していますか？
・（台⾵等の直前対策のために）トラクター等の農業機

械や各種農機具などを事前に⾼台や屋内に移動させま
したか？

〇事業継続編
・被災後の早期復旧・事業再開の観点から対策すべき事項

（ヒト、モノ、カネ/セーフティネット、情報等）を
チェック
例）
・収⼊保険の補償内容を理解するとともに加⼊してい

ますか？

農業版ＢＣＰ（事業継続計画書） （）
・インフラや経営資源等について、被害

を事前に想定し、被災後の早期復旧・
事業再開に向けた計画を定めるもの。

・チェックリスト「事業継続編」の項⽬
毎に内容を記載することで簡便に「農
業版BCP」の策定が可能。

３



２−２．農林⽔産省におけるこれまでの取組（農業版BCPの普及）

〇 農業者がこれらのツールを有効活⽤できるよう、HP、SNSへの掲載、研修での周知・説明等を実施。また、各種補
助事業の実施要綱等に、農業版BCPの策定推進の規定やポイント加算措置等を盛り込み、取組を促進。

〇 各県地⽅参事官室等においても、農業者との意⾒交換等の場において、農業版BCPの普及・啓発等を実施。

農業版BCPの普及に係る取組状況
〇農林⽔産省のMAFFアプリ、メールマガジンやFacebookなどの各種媒体によ

り周知。

〇「農業技術の基本指針」等において、農業版BCPの活⽤について、都道府県
に対して周知。

〇「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」において、認定農業者の経営改善計
画の認定・更新時や、認定新規就農者の⻘年等就農計画の認定申請時に、策
定した農業版BCPを市町村に提出（任意）するよう新たに規定。

〇「農業経営法⼈化⽀援総合事業（R４）」実施要綱において、農業経営相談所
が経営相談・診断を⾏う際に、農業者に対し農業版BCP策定を促す旨を規定。

〇「経営継承・発展等⽀援事業（R４）」、 「農地利⽤効率化等⽀援交付⾦（R
４）」、「新規就農者育成総合対策のうち経営発展⽀援事業（R４）」実施要
綱において、農業版BCPに取り組む場合、採択時にポイント加算を措置。

〇「園芸産地における事業継続強化対策（R４補正）」において、複数農業者に
よるBCPの策定を⽀援。また、BCPの実⾏に必要な体制整備や、BCPの実践
に必要な取組を⽀援。

〇地⽅農政局等を通じた周知及び「農業版BCP作成者の声（作成者事例） 」の
収集。

〇上記の他、関係団体において、以下の取組も実施。
・農業関係団体（JA全中、⽇本農業法⼈協会、全国農業会議所、全国農業共済

協会等）を通じて、農業版BCPの活⽤について、農業者等に対して周知。
・⽇本農業法⼈協会会員等を対象とするオンライン勉強会やセミナーを実施
・全国農業共済協会において、34万部のパンフレットを印刷し、⼾別訪問等を

通じ、パンフレットを農業者へ配布

農業経営基盤強化促進法の基本要綱（抜粋）
○ 市町村等は、経営改善計画の認定及び再認定の機会を捉えて、

認定農業者に対し、災害等の緊急事態において円滑な事業復旧・
継続を可能とするために「⾃然災害等のリスクに備えるための
チェックリストと農業版ＢＣＰ」の周知等について（令和３年１
⽉27⽇付け２経営第2699号農林⽔産省経営局保険課⻑通知）によ
り定められた⾃然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト
に基づく確認及び同通知により定められた農業版ＢＣＰ（事業継
続計画書）の様式に基づく計画書を策定の上、提出するよう促し
てください。

【例】農地利⽤効率化等⽀援交付⾦実施要綱（抜粋）
別記
Ⅰ 融資主体⽀援タイプ

第10 指導推進等
３ 留意事項及びフォローアップ等
（８）事業実施主体は、助成対象者に対し、経営の継続が図られ

るよう、農業版事業継続計画（Business Continuity Plan
:BCP）の策定を推進するものとする。

融資主体⽀援タイプにおける配分基準表
④ 経営管理の⾼度化

ウ 農業版事業継続計画（BCP）を策定している。
１経営体につき １点

４



３．令和４年における浸⽔被害の事例

〇 農林⽔産省においては、農業者が⾃然災害等への備えに取り組みやすいものとなるよう、農業版BCP等の普及を通
じて農業者を⽀援。

〇 しかしながら、令和４年においても、⾃然災害リスクに対する認識が⼗分でなかった新規就農者等が浸⽔被害に遭
うなどの事案が発⽣。

〇 これらの事例を踏まえて現状の課題を整理し、対応を検討する必要。

事例１：野菜団地に隣接する河川が豪⾬により増⽔し、団地の
⼤部分が浸⽔（当該団地は浸⽔想定区域に存在）

事例２：台⾵による強⾵と河川増⽔により、ハウス全壊、野菜が
浸⽔等（当該施設は浸⽔想定区域内に存在）

【関係者からの聞き取り状況】 【関係者からの聞き取り状況】

５

・ リスク(浸⽔想定区域内)を認識しつつも、既往最⼤の洪⽔
で被害は出ておらず、今回の浸⽔被害を想定していなかった。

・ 新規就農者への⽀援や農地の斡旋の際、耕作者に対して浸
⽔リスク情報を適切に提供できていなかった。

・ 団地の候補地選定の際、リスク(浸⽔想定区域内)は検討材
料であったが、集荷施設に近いなどの⽴地条件が優先された。

・ 農業版BCPについて、個別農家への策定⽀援や指導までは
実施できていない。

・ 県単事業の計画承認において、現状、災害リスクの有無を
チェックする基準等はない。

・ 当該ハウスは浸⽔想定区域内にあるものの、これまでに
その場所で浸⽔した実績はなかった（浸⽔リスクの認識が
⼗分でなかった。）。

・ 補助事業の審査において、災害リスクの有無について
チェックしていない。

・ 経営開始資⾦を活⽤する新規就農者に対しては共済に加⼊
してもらっている。その際に災害リスクについて事前に説明
している。

・ 農業版BCPについて、個別農家への作成⽀援や指導までは
実施できていない。



４．課題と対応の⽅向性

 課題１： 関係者の⾃然災害リスクに対する認識

これまでも、関係者が連携しながら、農業版BCP(ツール)等を通じて⾃然災害への備えの取組を推
進しているが、⾃然災害リスクに対する関係者の認識が不⼗分なのではないか。

→ 対応の⽅向性： 研修等を通じた関係者の意識の醸成と知⾒の蓄積

 課題２： 農業者への情報提供や啓発等のタイミング

農業者が農地の取得、ハウス・畜舎・機械等の導⼊、栽培品⽬の選定、補助事業の活⽤など、具体
的な経営計画を樹⽴する前に、⾃然災害リスクに関して適切な情報提供や啓発等ができているか。

＊特に、新規就農者は多額の初期投資によって経営基盤が脆弱な場合があることや⼟地勘に乏しい可能性があること
等を踏まえれば、農地の選定や機械・施設等の検討段階において、関係者が⾃然災害リスクに関する情報を適切に
提供することが必要ではないか。

→ 対応の⽅向性： 農業者の⾃然災害リスクに対する備えの充実がより⼀層図られるよう、営農指導
や補助事業の実施等、⽇常業務におけるあらゆる機会を捉えて農業者への働きか
けを強化

６



（参考）本通知と各課題の関係性

７

課題２

課題１

課題２

課題２



国⼟交通省HPより

（参考）浸⽔想定区域とハザードマップについて

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/tisiki/syozaiti/

８



「ハザードマップポータルサイト」のトップ画⾯

（参考）浸⽔想定区域・ハザードマップの確認⽅法

〇 洪⽔や⼟砂災害など⾃然災害リスクの確認については、国⼟交通省の「ハザードマップポータルサイト」が便利。
〇 地図上で、確認したい場所(農地等)をクリックすることで、その場所の様々な災害リスク（洪⽔、⼟砂災害、津波

等）を表⽰可能。その他、ため池ハザードマップを含む市町村が作成した災害リスクに関する各種情報を収集可能。

地図上で、確認したい場所(農地等)
のリスクを検索することが可能

市町村のハザードマップを
直接検索することが可能

検索の画⾯

「重ねるハザードマップ」の検索⽅法
①⾃分が調べたい場所(農地等)の地名や住所を⼊⼒して検索
②災害種別(=⾃然災害リスク)を選択すると、地図上に選択リスクが表⽰

（洪⽔、⼟砂災害、津波等が網羅）
③さらに、地図上で、調べたい場所(農地等)をクリックすると、その場所のリス

クの詳細が表⽰される

①
②

③

【ハザードマップ ポータルサイト(URL)】
〇サイトのトップ：

https://disaportal.gsi.go.jp/index.html 
〇サイトの使い⽅：

https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/pamphlet/pamphlet.html
〇YOU TUBE（災害リスクの確認⽅法）：

https://www.youtube.com/watch?v=j8e-f-lpfR8&t=2s

←クリック

９※「わがまちハザードマップ」では市町村が作成した災害リスクに関する各種情報を収集可能



⾷料・農業・農村基本計画（令和２年３⽉３１⽇ 閣議決定）【関係箇所抜粋】

第３ ⾷料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
４.（２）⼤規模⾃然災害への備え

① 災害に備える農業経営の取組の全国展開等
近年⼤規模災害が頻発する中で被害を最⼩化するためには、過去の災害の教訓を最⼤限活かし、事前防災を徹底する必要がある。

その際、事前防災に係る技術開発を進め、ハード対策とソフト対策をバランスよく組み合わせるとともに、最新技術を農業分野に
おいてフル活⽤することにより、⼈的被害・物的被害の最⼩化、さらには被災後のできるかぎり迅速な営農再開を⽬指す。

⾃然災害等の農業経営へのリスクに備えるため、異常気象にも対応した品種や栽培技術の導⼊、産地の分散、農業⽤ハウスの保
守管理の徹底や補強、低コスト耐候性ハウスの導⼊、農業保険等の普及促進・利⽤拡⼤、事業継続計画（BCP）の普及など、災害
に備える農業経営に向けた取組を全国展開する。

また、地域において、農業共済組合をはじめ⾏政、農業協同組合や農業法⼈協会等の関係団体、農外の専⾨家等による推進体制
を構築し、「農業技術の基本⽅針」（令和元年改定）に基づく作物ごとの災害対策に係る農業者向けの研修やリスクマネジメント
の取組事例の普及、農業⾼校、農業⼤学校等における就農前の学習等を推進する。

さらに、基幹的な畜産関係施設等における電源確保対策や卸売市場における業務継続のための施設整備を推進する。

（参考）⾷料・農業・農村基本計画及び国⼟強靭化基本計画における記載（関係箇所抜粋）
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国⼟強靭化基本計画（平成３０年１２⽉１４⽇閣議決定）【関係箇所抜粋】

第３章 国⼟強靱化の推進⽅針
２ 施策分野ごとの国⼟強靱化の推進⽅針
（９） 農林⽔産

農⼭漁村における⼈命・財産の保護、⼆次被害の防⽌・軽減を図るため、農業⽔利施設等の⻑寿命化等の推進、森林の整備・保
全、脆弱な地質地帯における⼭腹崩壊等対策や巨⽯対策、総合的な流⽊対策の推進、漁港・漁村の防災機能の強化、廃⽌も含めた
ため池の総合的な対策の推進、ハザードマップの作成・周知、施設管理者の BCP 作成など、ハード対策とソフト対策を組み合わせ
た防災・減災対策を関係機関が連携して強化する。この際、⾃然環境の持つ「グリーンインフラ」としての効果が発揮されるよう
考慮しつつ取組を推進する。また、渇⽔について、関係者による情報共有を促進するとともに、総合的な対策を推進する。



（参考）佐賀県における農業⽤機械の退避に関する取組事例
〇 佐賀県では、豪⾬による農業⽤機械の被災を未然防⽌するための退避の取組について、チラシを作成して周知。
〇 平常時から避難計画を定めておき、予報段階から農業⽤機械を退避させることで経営リスクを減らすことに寄与。
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